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8 4 1

被保険者証を返納できない理由

所在不明 ・不応返納 ・ その他

所在不明 ・不応返納 ・ その他

令和 年 月 1
⑥

月

被保険者（本人）

平成 日

⑤

被保険者の資格
を取得した日

年

⑦

31

　
さ
い
。

ウ
、

被
保
険
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き
は
、

返
戻
さ
れ
た
は
が
き
ま
た
は

　
封
筒
を
、

再
三
の
返
納
督
励
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
納
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

　
き
は
返
納
方
特
例
状
の
写
な
ど
を
こ
の
届
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

竹井　世津子

うえのとおり被保険者証を回収することができません。

15

事 業 所 所 在 地

東京都豊島区南池袋◇－◇－◇

18

口頭・郵便・電子メール・その他　にて督促

令和 年 月 日

事 業 所 名 称

㈱タケイディスプレイ

事 業 主 氏 名

令和 2

令和 2 年

口頭・郵便・電子メール・その他　にて督促

令和 年2 月 日5

月 口頭・郵便・電子メール・その他　にて督促

月

6

令和 2 年 6

⑧

2 6 8

日
被 保 険 者 証
の 返 納 方 を
督 励 し た
状 況

令和 年 月 日

年 6 月 19

月 日生48

日2 6

5

被 保 険 者 の 資 格
を 喪 失 し た 日

③

4

受 付 日 付 印

日

口頭・郵便・電子メール・その他　にて督促

所在不明 ・不応返納 ・ その他

所在不明 ・不応返納 ・ その他

所在不明 ・不応返納 ・ その他

口頭・郵便・電子メール・その他　にて督促

④ （電話番号） 048-258-△△△△

被 保 険 者 の 現 住 所
ま た は 最 後 の 住 所

〒 332 － 0035

埼玉県川口市青木〇－〇－〇　ガーデン青木302

回収不能
事 由 の
種 別

イ、所在不明

ロ、不応返納

350
227

健康保険被保険者証回収不能届

社保委員
等の検印 常務理事 事 務 長 事務次長 課 長 係 長 係 

②

（注意事項） ①
ア
、

こ
の
届
書
は
、

被
保
険
者
の
所
在
不
明
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
回
収
が
で

　
き
な
い
た
め
ま
た
は
再
三
の
返
納
督
励
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
保
険
者
証
を
返

　
納
し
な
い
た
め
、
「

被
保
険
者
資
格
喪
失
届
」

に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て

　
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
「

被
保
険
者
資
格
喪
失
届
」

に
添
付

　
し
て
提
出
す
る
も
の
で
す
。

イ
、

③
⑤
の
昭
和
、

平
成
、

令
和
、

⑦
の
被
保
険
者
証
を
回
収
で
き
な
い
理
由
、

　
⑧
の
督
促
し
た
方
法
は
、

そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
文
字
を
丸
で
か
こ
ん
で
く
だ

被 保 険 者 証 の
記 号 と 番 号

被 保 険 者
の 氏 名

健保　太郎 生年
月日

昭和 年

電話 03－3984－×××× 番

社 会 保 険 労 務 士
の 提 出 代 行 者

日


